
 

 

〇大隅肝属広域事務組合建設工事請負工事契約約款 

令和２年３月27日 

大隅肝属広域事務組合告示第２号 

 

大隅肝属広域事務組合建設工事請負工事契約約款 

 大隅肝属広域事務組合建設工事請負工事契約約款（平成21年大隅肝属広域事務組

合告示第11号）の全部を次のように改正する。 

 （趣旨） 

第１条 大隅肝属広域事務組合契約規則（平成21年大隅肝属広域事務組合規則第16

号）において準用する鹿屋市契約規則（平成18年鹿屋市規則第61号）第30条第３

項の規定に基づき、建設工事請負契約書標準書式を定める。 

 （建設工事請負契約書標準書式） 

第２条 大隅肝属広域事務組合の建設工事請負契約書標準書式については、鹿屋市

建設工事請負工事契約約款（平成18年鹿屋市告示第８号）の例による。 

   附 則 

 この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


